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会
）

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
総
合
法

律
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
資
力
の
乏
し
い
被
害
者
参
加
人
が
、
そ
の
委
託
に
よ
り
被
告
人
質
問
等
を
行
う
弁
護

士
（
被
害
者
参
加
弁
護
士
）
の
援
助
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
裁
判
所
が
被
害
者
参
加
弁
護
士
を
選
定
し
、
国
が
そ

の
報
酬
及
び
費
用
を
負
担
す
る
と
と
も
に
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
が
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
候
補
を
裁
判
所
に
通
知
す
る

業
務
等
を
行
う
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
選
定
に
関
す
る
規
定
等
の
整
備

１

そ
の
所
有
す
る
流
動
資
産
の
合
計
額
か
ら
犯
罪
行
為
を
原
因
と
し
て
三
月
以
内
に
支
出
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ

る
費
用
の
額
を
控
除
し
た
額
が
政
令
で
定
め
る
基
準
額
に
満
た
な
い
被
害
者
参
加
人
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
日
本
司
法
支

援
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
、
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
選
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
１
の
請
求
を
し
た
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
裁
判
所
が
選
定
す
る
被
害
者
参
加
弁
護

士
（
国
選
被
害
者
参
加
弁
護
士
）
の
候
補
を
指
名
し
、
裁
判
所
に
通
知
す
る
。
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３

裁
判
所
は
、
１
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
場
合
そ
の
他
一
定
の
場
合
を
除
き
、
被
害
者

参
加
弁
護
士
を
選
定
す
る
。

４

国
選
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
報
酬
及
び
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
が
負
担
す
る
。

二
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
関
す
る
規
定
等
の
整
備

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
候
補
を
指
名
し
裁
判
所
に
通
知
す
る
業
務
、
こ
の
通
知
に
基
づ
き

被
害
者
参
加
弁
護
士
に
選
定
さ
れ
た
弁
護
士
に
国
選
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
業
務
等
を
行
う
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


